
(注1）標準的な必要書類の一覧です。建築地や計画内容に応じて追加での提出書類を求める場合があります。
(注2）提出書類については建築基準法施行規則第1条の3及び各特定行政庁の施行細則で定められています。

〇書類関係（すべての建築物で提出が必要です） 更新：2020.08.18
CK 申請書類の種類 書式 部数 DL
□ 確認申請書 （第二号様式） 2部 ●
□ 建築計画概要書 （第三号様式） 1部 ●
□ 委任状 1部 ●
□ 建築工事届 （第四十号様式） 1部 ●
□ 受付表 1部 ●

□ 1部

□ 建築場所に応じ、消防同意用の表紙及び同意用の副本 -

〇基本図面（すべての建築物で提出が必要です）

CK
□ 付近見取図
□ 配置図
□ 各階平面図
□ 床面積求積図
□ 敷地面積求積図
□ 2面以上の立面図※1
□ 2面以上の断面図※1
□ 仕上表（使用建築材料表）
□ シックハウス検討書 ※24時間換気計算、有効換気量が確認できるカタログ
□ 耐火構造等の構造詳細図（耐火リスト等）
□ 法チェック図 ※採光・換気・排煙、防火区画等※2

〇計画に応じて追加添付する図面

CK 部数 DL
□ 平均の地盤面が発生している場合 → 地盤面算定表※2 2部
□ 天空率を適用している場合 → 天空図 2部
□ 日影検討をしている場合 → 日影図、日影形状算定表 2部
□ 申請敷地内又は周辺にがけがある場合 → がけ調書 2部 ●

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法（条例）の審査が必要な場合 → 行政庁に応じたﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾁｪｯｸﾘｽﾄ※3
※建築地におけるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ条例の有無は国土交通省HPで確認ができます

□ 既存不適格の緩和を適用する場合 → 既存不適格調書 2部 ●
□ 建物用途が工場の場合 → 工場調書 2部 ●
□ 2部
□ その他計画に応じて建築基準法施行細則第1条の3で定める図面 2部

避難安全検証法・耐火性能検証法等の計画がある場合 → 検証に係る図面

2部
2部
2部
2部
2部

2部
2部

□ 2部

申請図面の種類

2部
2部
2部
2部
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構造・省エネ適合判定が必要な場合は、適合判定通知書の写し（併せて申請書類・図書の提示が
必要です）

部数申請図面の種類
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〇構造関係図書

CK 部数

□ 基礎伏図 2部
□ 各階床伏図 2部
□ 小屋伏図 2部
□ 2面以上の軸組図 2部
□ 構造詳細図・構造標準図 2部
□ 部材断面表 2部
□ 使用構造材料一覧表 2部
□ 地盤調査報告書（地盤改良検討書） 2部
□ 構造計算書 2部
□ 安全証明書（ルート1の場合） 2部
□ その他計画に応じて建築基準法施行細則第1条の3で定める図面 2部

〇設備関係図書

CK 部数
□ 電気設備図 2部
□ 給排水設備図（衛生設備図） 2部
□ 昇降機（小荷物専用昇降機）図面 2部
□ 消火設備図面 2部
□ 避雷設備図面 2部
□ 浄化槽の仕様書及び構造詳細図（建築地によっては浄化槽調書） 2部
□ その他計画に応じて建築基準法施行細則第1条の3で定める図面 2部

〇建築基準関係規定に係る許認可がある場合

CK 部数
□ 建築基準法の許可書類の写し（法68条誘導容積率、法85条第5項仮設建築物、法86条一団地等） 1部
□ 都市計画課の許可書類の写し（第29条開発許可、第43条建築制限許可、規則第60条証明） 1部
□ 都市緑地法の適合通知書類の写し（都市緑地法第35条緑化率） 1部
□ その他の建築基準関係規定の許認可に関する書類 1部

〇その他

CK 部数
□ 中高層条例に該当する建築物の場合 → 中高層看板設置に関する書類等の写し 1部
□ 地区計画の届出が必要な場合 → 届出の写し 1部
□ 申請敷地が土地区画整理区域内の場合 → 土地区画整理法第76条の許可書の写し 1部
□ その他確認申請上必要となる書類 1部

(※1）確認の特例（法6条の4）物件の場合、必要な事項を他図面に明示することで添付を省略できます。
(※2）必要な事項を他図面に明示した場合は添付を省略できます。
(※3）チェックリストに記名押印欄がない場合であっても、設計者の記名押印をしてください。

申請書類の種類

申請図面の種類

申請図面の種類

申請書類の種類
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